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沖
縄
戦
没
者
遺
骨
収
集
の
加
速
化
と
本
島
南
部
か
ら
の
土
砂
採
掘
計
画
の
撤
回
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
質
問

主
意
書 

 

戦
没
者
の
遺
骨
収
集
を
「
国
の
責
務
」
と
位
置
付
け
た
二
〇
一
六
年
の
い
わ
ゆ
る
戦
没
者
遺
骨
収
集
推
進
法
の
制
定
か
ら
五

年
が
経
過
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
収
集
数
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
身
元
特
定
も
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
現
状
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
中
、
名
護
市
辺
野
古
の
新
基
地
建
設
に
使
う
埋
め
立
て
土
砂
を
沖
縄
本
島
南
部
か
ら
採
取
す
る
計
画
が
明
ら
か
に

な
っ
た
問
題
で
、
昨
年
四
月
に
沖
縄
防
衛
局
が
県
に
提
出
し
た
工
事
の
設
計
変
更
申
請
に
よ
れ
ば
、
糸
満
市
と
八
重
瀬
町
か
ら

は
県
内
土
砂
調
達
可
能
量
の
七
割
に
当
た
る
約
三
千
二
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
調
達
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
南
部
地
域

は
沖
縄
戦
跡
公
園
に
指
定
さ
れ
、
自
然
公
園
法
で
開
発
が
規
制
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
糸
満
市
米
須
で
は
土
砂
採
掘

業
者
が
同
法
に
基
づ
く
開
発
の
届
け
出
を
出
さ
な
い
ま
ま
開
発
に
着
手
。
県
か
ら
の
指
導
を
受
け
、
今
年
一
月
に
届
出
を
提
出

し
た
経
緯
が
あ
る
。
県
は
さ
ら
に
五
月
十
四
日
に
採
掘
開
始
前
に
遺
骨
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
な
ど
を
求
め
る
措
置
命
令
を

発
出
し
て
い
る
。
関
連
し
て
以
下
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
沖
縄
戦
最
後
の
激
戦
地
と
な
っ
た
南
部
地
区
の
土
砂
に
は
、
現
在
も
多
く
の
戦
没
者
の
遺
骨
が
残
っ
て
い
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
る
か
。 
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二 

こ
の
よ
う
な
遺
骨
が
混
入
し
た
沖
縄
南
部
地
区
の
土
砂
を
辺
野
古
埋
め
立
て
に
使
用
す
る
計
画
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省

が
認
識
し
た
の
は
い
つ
か
。
そ
の
際
、
防
衛
省
に
説
明
を
求
め
た
の
か
。 

三 

南
方
等
戦
闘
地
域
の
遺
骨
に
つ
い
て
は
、
交
戦
国
の
国
立
公
文
書
館
等
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
戦
闘
報
告
書
、
地
図
、
写
真

等
の
海
外
資
料
か
ら
、
日
本
人
戦
没
者
の
埋
葬
等
に
関
す
る
記
述
を
抽
出
・
取
得
・
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
有
効
な
遺
骨
情

報
を
収
集
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
現
時
点
で
遺
骨
収
集
等
の
実
施
に
繋
が
る
可
能
性
の
あ
る
埋
葬
地
点
は
、
推
定

で
千
六
百
九
十
五
か
所
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

沖
縄
に
つ
い
て
は
百
七
十
七
か
所
だ
が
、
そ
の
う
ち
調
査
を
終
え
た
と
こ
ろ
は
現
在
何
か
所
で
、
収
容
に
移
行
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
何
か
所
か
。 

 
 

ま
た
、
戦
後
す
ぐ
か
ら
伝
承
等
で
遺
骨
が
あ
る
と
さ
れ
、
従
前
か
ら
収
集
に
取
り
組
ん
で
き
た
箇
所
は
何
か
所
あ
る
か
政

府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

戦
没
者
遺
骨
収
集
推
進
法
に
よ
り
、
二
〇
一
六
年
（
平
成
二
十
八
年
）
～
二
〇
二
四
年
（
令
和
六
年
）
ま
で
を
集
中
実
施

期
間
と
し
て
取
り
組
み
の
促
進
を
図
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
一
九
年
（
令
和
元
年
）
十
二
月
に
決
定
し
た
戦
没
者
遺
骨
収

集
推
進
計
画
に
お
け
る
現
地
調
査
の
加
速
化
に
よ
り
、
現
地
調
査
は
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
～
二
〇
二
二
年
（
令
和
四
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年
）
の
三
年
間
で
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
す
で
に
本
年
で
二
年
目
で
あ
る
。 

 
 

糸
満
市
で
の
遺
骨
収
集
に
繋
が
る
可
能
性
の
あ
る
情
報
に
つ
い
て
の
個
所
数
は
十
五
か
所
、
八
重
瀬
町
は
二
十
三
か
所
、

合
計
三
十
八
か
所
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
調
査
が
終
了
し
て
い
る
の
は
十
か
所
の
み
で
あ
る
。
期
限
と
な
る
来
年
ま
で
に
調

査
が
終
了
す
る
見
通
し
は
あ
る
の
か
。 

五 

調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
二
四
年
（
令
和
六
年
）
ま
で
に
遺
骨
収
集
を
実
施
す
る
と
い
う
計
画
で
あ
る
が
、
こ
の
ペ

ー
ス
で
は
到
底
収
集
ま
で
至
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
調
査
体
制
の
見
直
し
が
急
務
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

六 

令
和
二
年
度
第
四
回
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
に
関
す
る
有
識
者
会
議
資
料
（
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日
）
に
よ
れ
ば
、
沖
縄

県
の
戦
没
者
概
数
は
十
八
万
八
千
百
三
十
六
人
、
収
容
遺
骨
概
数
十
八
万
七
千
四
百
六
十
六
柱
、
未
収
容
遺
骨
概
数
六
百
七

十
柱
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
沖
縄
県
は
未
収
容
遺
骨
数
を
二
千
七
百
九
十
柱
と
公
表
し
て
い
る
。
こ
の
差
は
何
か
。
可
能
な

限
り
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

七 

沖
縄
平
和
祈
念
資
料
館
は
沖
縄
戦
の
死
者
数
を
、
日
本
十
八
万
八
千
百
三
十
六
人
、
ア
メ
リ
カ
一
万
二
千
五
百
二
十
人
と

公
表
し
て
い
る
。
米
国
国
防
総
省
の
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ａ
（
戦
争
捕
虜
・
行
方
不
明
者
捜
索
総
合
指
令
部
）
の
報
告
書
で
は
、
沖
縄
戦

で
死
亡
し
、
遺
骨
が
未
回
収
と
な
っ
て
い
る
米
兵
数
は
、
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
二
百
二
十
八
人
と
の
こ
と
で
あ
る
。
沖
縄



 

４ 

 

に
お
い
て
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
米
兵
の
遺
骨
は
何
柱
か
。
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
を
答
え
ら
れ
た
い
。 

八 
今
回
の
辺
野
古
埋
め
立
て
の
た
め
の
土
砂
採
掘
計
画
に
よ
り
、
土
砂
に
遺
骨
が
混
入
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
政
府
は
米
国
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ａ
に
情
報
提
供
は
し
て
い
る
の
か
。
し
て
い
る
と
す
れ
ば
米
兵
の
行
方
不
明
者
の
遺
骨
収
集
の
今

後
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
の
か
。 

九 

米
国
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ａ
は
六
百
人
を
超
え
る
専
属
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
、
「
国
の
約
束
を
果
た
す
」
と
し
て
、
過
去
の
戦
争
で
行
方

不
明
に
な
っ
た
兵
士
ら
の
捜
索
、
遺
骨
収
集
、
遺
族
へ
の
情
報
提
供
、
遺
骨
返
還
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ａ
の

体
制
、
遺
骨
収
集
作
業
の
具
体
的
内
容
に
積
極
的
に
学
び
、
取
り
入
れ
、
情
報
共
有
し
つ
つ
、
日
本
で
の
作
業
に
活
か
す
べ

き
で
は
な
い
か
。 

十 

戦
没
者
遺
骨
収
集
推
進
計
画
に
お
い
て
二
〇
二
〇
年
度
（
令
和
二
年
度
）
に
お
け
る
現
地
調
査
の
派
遣
回
数
を
昨
年
度
か

ら
ほ
ぼ
倍
増
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
も
の
の
、
当
該
年
度
以
降
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ

り
、
海
外
へ
の
現
地
調
査
派
遣
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

か
つ
て
民
主
党
政
権
下
に
お
い
て
菅
直
人
首
相
が
政
府
内
に
特
命
チ
ー
ム
を
作
り
、
硫
黄
島
の
遺
骨
収
集
に
精
力
的
に
取

り
組
ん
だ
結
果
、
収
容
数
を
飛
躍
的
に
増
や
し
た
貴
重
な
経
験
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
海
外
派
遣
が
ま
ま
な
ら
な
い
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現
在
、
そ
の
マ
ン
パ
ワ
ー
を
沖
縄
の
調
査
・
収
容
に
集
中
し
、
総
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
は
ど
う
か
。 

十
一 
戦
没
者
遺
骨
収
集
推
進
法
第
二
条
に
は
、
「
『
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
』
と
は
、
今
次
の
大
戦
に
よ
り
沖
縄
、
東
京
都
小

笠
原
村
硫
黄
島
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
本
邦
の
地
域
又
は
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
死
亡
し
た
我
が
国
の
戦
没

者
の
遺
骨
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
収
容
さ
れ
、
又
は
本
邦
に
送
還
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
収
容
し
、
本
邦
に
送
還
し
、
及
び
当

該
戦
没
者
の
遺
族
に
引
き
渡
す
こ
と
等
を
い
う
」
と
あ
る
。
遺
骨
は
集
め
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
身
元
を
特
定
し
遺
族
に
引

き
渡
す
こ
と
が
国
の
責
務
で
あ
り
目
標
で
あ
る
。 

 
 

戦
没
者
の
血
が
染
み
込
み
、
遺
骨
が
混
入
し
て
い
る
沖
縄
県
南
部
地
区
の
土
砂
を
軍
事
基
地
建
設
の
た
め
の
埋
め
立
て
に

使
う
の
は
、
戦
没
者
の
尊
厳
を
冒
涜
す
る
行
為
で
あ
り
、
国
の
責
務
を
自
ら
放
棄
す
る
行
為
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


